
 

 

令和５年４月１日 

能 代 市 監 査 委 員 

 

令和５年度能代市監査計画 

 

１ 基本方針 

 

本市の事務の管理及び執行等について法令に適合し、正確で、経済的、効率的か

つ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資するため、能代市監査基準に従っ

て監査を実施します。 

監査の実施に当たっては、事務の執行が適正かつ正確に行われているか、予算の

執行は計画的かつ効率的に行われているか、事務処理で法令等に違反するものはな

いか、内部統制が有効に機能しているか等の視点から、違法や不正の指摘にとどま

らず、指導に重点を置いた監査に努めます。 

なお、今年度は次の事項を重点項目とし、監査を実施します。 

 

（１）災害用備蓄物資の管理状況等について 

近年、全国各地で地震や集中豪雨等の自然災害が多発し、各地に甚大な被害をも

たらしており、昨年度は本市においても豪雨により避難所が開設されるなど、常

にリスクと隣り合わせの状況です。 

現在、市が実施している様々な防災対策のうち、市民生活を確保するために極

めて重要な備蓄物資が「能代市地域防災計画」に基づいて計画的に備蓄され、適

切に管理されているかを中心に検証を行います。 

 

 

（２）組織内の連携と管理、チェック体制（内部統制）の状況について  

市民ニーズが複雑、多様化しているなかで、事務事業が増加し、これらに適切に 

対応することが求められています。 

行政運営上の様々なリスクを未然に防止するとともに、それらの対応策を事前 

  に確立しておくことが重要と考えられることから、当市における組織内の連携と管 

理、チェック体制（内部統制）の現状について検証を行います。 

 

２ 監査等の種類及び対象 

 

（１）決算審査 

   決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるかを主眼とします。  

   一般会計・特別会計については、財政状況及び予算の執行状況が適正かつ効

率的に行われているかについて審査します。 

   公営企業会計については、地方公営企業の経営の基本原則である企業の経済

性を発揮しながら、公共の福祉を増進するよう運営されているかについて審査

し、経営戦略に基づいた財政見通しとなっているかについても確認します。 



 

 

（２）基金運用状況審査 

   基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効

率的に行われているかについて審査します。 

 

（３）健全化判断比率等審査 

   健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記

載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかについて審査し、前年度比率か

らの増減の内容についても調査、分析を行うものとします。 

 

（４）定期監査 

   市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正

確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化

に努めているかを主眼として監査を実施します。  

   前期定期監査では、施設の実地監査を主体に行うこととします。 

   後期定期監査では、全課を対象に財務事務全般について書類等の監査を中心

に行うこととします。 

   重点項目の「災害用備蓄物資の管理状況等について」は実地も含め、前期定

期監査において、「組織内の連携と管理、チェック体制（内部統制）の状況につ

いて」は後期定期監査において実施します。 

また、公金管理の状況について実地にて監査を実施します。  

 

（５）財政援助団体等監査 

   補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団

体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の

施設の管理を行わせている団体を抽出し、当該財政的援助等に係る出納その他

の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかを主眼として

実地も含めて監査を実施します。 

 

（６）例月出納検査 

   会計管理者並びに水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の現

金の出納事務が正確に行われているかについて検査します。支出事務において

は、支払遅延の状況について調査を行います。 

 

 

（７）随時監査 

   本市及び他の地方公共団体で問題となった事件・事故等に関して、懸念され

ると思われる事案については、必要に応じて監査を実施します。  

 

 

 

 

 

 



 

 

３ 実施上の留意点 

 

（１）令和５年度の監査は、本計画に基づき実施することとし、必要に応じて実施

要領を別に定めることとします。 

 

（２）監査を終了したときは、速やかにその結果を決定し、報告、意見等を提出す

るとともに、ホームページ等でその結果を公表します。  

 

（３）定期監査等の結果に対する改善措置状況について、市長部局、各行政委員会

等からの措置通知により公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

４ 実施（予定）期間及び実施体制 

 

（１）実施（予定）期間 

一般会計・特別会計

決算審査 

（令和４年度分） 

６月～８月 

 ・６月～７月     関係書類等審査 

 ・７月        決算審査に係る聞き取り 

 ・８月下旬      意見書提出 

企業会計決算審査 

（令和４年度分） 

６月～８月 

 ・６月～７月     関係書類等審査 

 ・７月        決算審査に係る聞き取り 

 ・８月下旬      意見書提出 

基金運用状況審査 

（令和４年度分） 

 

６月～８月 

 ・６月～７月     関係書類等審査 

 ・７月        審査に係る聞き取り 

 ・８月下旬      意見書提出 

健全化判断比率等審

査（令和４年度分） 

７月～８月 

 ・７月～８月     関係書類等審査 

 ・８月下旬      意見書提出 

定期監査 

（令和４年度分及び

５年度分） 

【前期（４月～６月）】 

 ・４月～６月     関係書類等監査・実地監査 

 ・５月～６月     実地監査（市施設） 

【後期（９月～１月）】 

 ・９月～１月     関係書類等監査 

・１０月～１１月   実地監査（学校） 

・１月        定期監査に係る聞き取り 

・２月中旬      報告書提出 

財政援助団体等監査 

（令和４年度分及び

５年度分） 

８月～１月 

 ・８月～９月     関係書類等監査 

・９月        実地監査（財政援助団体、 

           指定管理施設等） 

・１月        財政援助団体等監査に係る  

           聞き取り 

・２月中旬      報告書提出 

例月出納検査 毎月 

随時監査 監査委員が必要と認めたとき 

 

（２）実施体制 

   監査委員が監査等を実施し、事務局職員が補助します。 


